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路上競技に伴う道路使用許可の取扱いについて

路上競技に伴う道路使用許可については、「マラソン、駅伝、自転車ロード

レースその他の路上における競技に係る道路使用許可の取扱いについて」（昭

和６２年９月２４日付け警察庁丁規発第７８号）及び「トライアスロン競技に

係る道路における危険の防止その他交通の安全と円滑の確保及び水難等の防止

のための警察措置について」（昭和６３年３月１０日付け警察庁丁規発第２８

号、警察庁丁勤発第３８号）に基づき取り扱ってきたところであるが、最近の

開催要望の背景に地域の活性化等を目的とした自治体等の施策が関係している

ことにかんがみ、今後、路上競技に伴う道路使用許可については、次のとおり

取り扱うこととするので事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、本通達をもって上記通達は廃止する。

記

１ 路上競技の定義

この通達において「路上競技」とは、マラソン、駅伝、自転車ロードレー

ス、トライアスロン競技等（カーレース及びラリーを除く。）をいうものと

する。

なお、カーレース及びラリーについては「カーレースに伴う道路使用許可

の取扱いについて」（平成１６年３月１８日付け警察庁丁規発第２０号）に

よるものとする。

２ 路上競技に伴う道路使用許可についての基本的な考え方

路上競技に伴う道路使用については、道路交通法第７７条第１項第４号の

規定に基づく各都道府県公安委員会規則において、警察署長の道路使用許可

が必要な行為とされており、道路使用許可の可否の判断は、警察署長が同法

第７７条第２項に基づいて個別具体的に行うこととなる。路上競技に伴う道

路使用は、使用する道路が長距離にわたり、また、交通規制が長時間に及ぶ

など交通に及ぼす影響が大きいことから、交通の妨害となるおそれを上回る

公益性があるとして、同項第３号に該当するものと判断するに当たっては、

当該路上競技が次の（１）から（６）までに該当するかどうかを慎重に検討

すること。



（１）路上競技の目的

スポーツ振興、青少年の健全育成、地域活性化等の公益目的を有するも

のであること。

（２）地域住民、道路利用者等の合意形成

道路を使用することについての地域住民、道路利用者等の合意の度合い

が十分であると認められること。

なお、地域住民、道路利用者等の合意形成の円滑化を図るため必要があ

ると認められるときは、「イベント等に伴う道路使用許可の取扱いについ

て」（平成１６年３月１８日付け警察庁丁規発第１９号）の記３に準じて

必要な措置を講じること。

（３）地方公共団体の関与

路上競技の実施に地方公共団体が関与（主催、共催、後援、支援等）し

ていること。

（４）使用する道路及び交通の状況

ア 原則として、主要幹線道路、幹線道路、路線バス通行道路その他の交

通量の多い道路又は地域住民の日常生活の基幹となる道路等を使用する

ものでないこと。

イ 競技実施に伴い、順行の交通の通行止め規制が必要となる場合は、規

制時間が交通の著しい妨害とならない時間内となるように計画されてい

ること。

ウ 原則として、競技実施に伴い対向の交通の通行止め規制を実施する必

要がないものであること。ただし、やむを得ず対向の交通について通行

止め規制が必要となる場合は、規制時間が長時間に及び交通の著しい妨

害とならないように計画されていること。

エ 競技実施に伴い通行止め規制が必要となる場合は、使用する道路につ

いて、予想される交通量を処理できるう回路が確保されるとともに、緊

急自動車の走行路が確保されていること。

（５）競技の内容、実施方法等

ア 実施する日時は、原則として交通量の少ない曜日（日曜日又は祝日）、

時間帯が選定されていること。

イ 原則として道路に施設を設けるものでないこと。

ウ スタート及びゴール地点が、原則として道路外に設定されていること。

エ コース内の適当な場所に関門を設けるなどして、競技参加者の整理を

行い、競技実施時間が長くならないように計画されていること。

オ 自転車ロードレースの出発地点における自転車置場は、原則として道

路外に設置が計画されていること。

カ 競技に使用する自動車は、審判長車その他必要やむを得ない最小限の



ものが計画されていること。

（６）実施主体の講じる措置

ア 使用する道路の必要な箇所に、責任者及び自主整理員を配置するなど、

実施主体の責任において、競技及び観客の安全を確保するため適切な体

制が整備されていること。

イ 地域住民、道路利用者等に対する事前広報について必要な措置がとら

れていること。

ウ レース及び観客の安全を確保するため、観客の多数集まる場所にロー

プを張り、必要な自主整理員が配置されていること。

エ 自転車ロードレースのコース内のカーブ箇所には、必要な防護柵、防

護クッション等を配置するとともに、必要な自主整理員が配置されてい

ること。

オ 自転車ロードレースのコース内の道路に側溝がある場合には、原則と

して側溝に蓋がされていること。

３ その他

トライアスロン競技に伴う道路使用の許可に際しては、トライアスロン競

技は、陸上及び水上の競技が一体をなしている競技であるので、競泳競技に

係る水難、紛争等の防止について水難防止担当部門及び雑踏警備担当部門の

意見を徴すること。


